
（宛先）

消費者庁食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室宛

〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話（代表） 03(3507)8800 

（直通） 03(3507)9352 

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答票

令和］年／月ぎ日
令和8年1月20日食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会

以下の申請に係る企業からの寄付金·契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答
する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

現職｛
．
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①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金 ・ 契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口 研究契約金
□ 特許権特許使用料・商標権による報酬

口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（i ：！匹二言：悶と考えられる特別の利害関係

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金 ・ 契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口 研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬

口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口 その他（

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項
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③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳］
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口 研究契約金
□ 特許権特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

彗ロニご言悶と考えられる特別の利害関係
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④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アリスタライフサイエンス株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金 ・ 契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳］
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料·商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

芦

’ニコ□言と考えられる特別の利害関係

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
●寄付金·契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳］
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

芦

；ロコ：冨言言：と考えられる特別の利害関係
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（宛先）

消費者庁食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室宛

〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話（代表） 03(3507)8800 

（直通） 03(3507)9352 

寄付金契約金等受取（割当て）額等回答票

令和 8 年／月し日

令和8年1月20日食品衛生基準審議会農薬·動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答

する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のス臼コジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

現職

氏名
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①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： Z公ロカネショウ株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合 、 最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
〇 令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口 その他（

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係［ 特記事項

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、 最も多い寄附金•契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
〇 令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料•商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他（
●申請資料等の作成に密接に関与
●審語の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係［ 特記事項

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： シンジエンタジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、 最も多い寄附金•契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度

口令和7年度
【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他（

筐’ご：ご占悶と考えられる特別の利害

）
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④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アリスタライフサイエンス株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金 ・ 契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

［受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料 ・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

檸口ご掌：：占悶と考えられる特別の利害関係

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会仕
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金•契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
（受取額の内訳）

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

筐:::
ft
:,ょ言ごと考えられる特別の利害関係
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（宛先）

消費者庁食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室宛

〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話（代表） 03(3507)8800 

（直通） 03(3507)9352

寄付金 ・ 契約金等受取（割当て）額等回答票

令和 8 年 ／月 13日

令和8年1月20日食品衛生基準審議会農薬·動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金•契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答

する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のス己汐クロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

現職困L医紫ふ令;1卑f屯研t所面ふ奸長
氏名加森＜ゎ 3



①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金 ・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度

口令和7年度
【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬

口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口 その他（

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係［ 特記事項

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金·契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
D 令和5年度
口令和6年度

口令和7年度
【受取額の内訳J
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

口 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他（
●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係［ 特記事項

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
●寄付金·契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度

口令和7年度
【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

口 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口 その他（

●申請資料等の作成に密接に関与
？：；盆平さ1こ疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
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④食品中のプロバモカルブの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アリスタライフサイエンス株式会社
●寄付金・契約金等の受取（客l当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金·契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

［受取額の内訳J
口 寄附金（奨学寄付金含む） 0 研究契約金
〇 特許権•特許使用料・商標権による報酬
〇 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
ロ その他（

彗詈芯言；悶と考えられる特別の利害関係

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
●寄付金・契約命等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄隋金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
r受取額の内訳J
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
口 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

彗詈ご品言ょ悶と考えられる特別の利害関係
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（宛先）

消費者庁食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室宛

〒100-8958 東京都千代田区霰が関3-1-1
電話（代表） 03(3507)8800 

（直通） 03(3507)9352 

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答票

令和象年 1月5日
令和8年1月20日食品衛生基準審議会農薬•動物用医薬品部会

以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答
する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

現職

氏名

即本注ぅ舌協同組合止岱会 組蠍唯崖末即

近諜窮三子



①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金 ・ 契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

□ 特許権•特許使用料 ・ 商標権による報酬
口 諧演料 □ 原稿執葦料 □ 当該企業の株式
口その他（

量二：ょ言言：と考えられる特別の利害関係

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度

口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
口 特許権•特許使用料 ・ 商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執華料 □ 当該企業の株式

□ その他（

彗戸二喜言：と考えられる特別の利害関係
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③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、 最も多い寄附金 ・ 契約金等を受け取った年度
口令和5年度

口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬

口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

彗：；ご掌言：：言と考えられる特別の利害関係

ロ コンサルタント料・指導料

→該当の有無：口有り
→該当の有無：口有り

ロ コンサルタント料・指導料
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④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アリスタライフサイエンス株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、 最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
D 令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
口 特許権•特許使用料商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執華料 □ 当該企業の株式
□ その他（

菫戸二贔言言：と考えられる特別の利害関係

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳）
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 諧演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口その他（

筐戸：ょ言；掌と考えられる特別の利害関係

し

下

無

以円

／
ゎ

額

075

取

50

受
下
～

超

酌
⑬

以
超

円

ぉ
円
円

万

□
-J
万
万
〇

．．
 度
50
50
50

無
年

有
該
□
ロ
ロ

の
当

取
』

一

ー

受→
 

ロ コンサルタント料・指導料

し
し

無
無

l

-

J
げ

り
り

有
有

ロ
ロ

.

.

.

.

 

無
無

有
有

の
の

当
当

該
該

→
→
 

し

下

無

以円

“]

万

額

0

取

50

受
下
～

超

酌
蒻

以
超

円

ぉ
円
円

万

□
こ
万
万
0

••
閲
50
50
50

無
年

有
該
□
ロ
ロ

の
当

取
―

―

_

受→
 

ロ コンサルタント料・指導料

し
し

無
無―

―
 

M]
ば

り
り

有
有

ロ
ロ

．．
．．

 

無
無

有
有

の
の

当
当

該
該

→
→
 



（ 宛　先 ）

〒100－8958 東京都千代田区霞が関３－１－１
電話　（代表） 03（3507）8800

　（直通） 03（3507）9352

令和　　8年　　1月　　9日

令和8年1月20日 食品衛生基準審議会農薬･動物用医薬品部会

現　職

氏　名

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

消費者庁　食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室　宛

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答票

　以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答
する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

東京農業大学農芸化学科

須恵　雅之



企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： アリスタ ライフサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について



（宛先）

消費者庁食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室宛

〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話（代表） 03(3507)8800 

（直通） 03(3507)9352 

寄付金契約金等受取（割当て）額等回答票

令和》百年 /

9

月る日

令和8年1月20日食品衛生基準審議会農薬•動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答

する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

現職

·氏名

目立研究開発怯人疇羞岱健原・条養妍究罰

謬摩含差



①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

i ：どりご：ょ言：悶と考えられる特別の利害関係

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬

口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

●申請汽料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係［ 特記事項

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
●寄付金 ・ 契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金 ・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料商標権による報酬

口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

彗：；ご儡言；巳：と考えられる特別の利害関係
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④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アリスタライフサイエンス株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て） 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬

口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口 その他（

彗詈］：贔言；悶と考えられる特別の利害関係

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株五臼会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て） 額

受取有りの場合、最も多い寄附金·契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】

口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
□ その他（

璃’ご：贔こ言ょ悶と考えられる特別の利害関係
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（ 宛　先 ）

〒100－8958 東京都千代田区霞が関３－１－１
電話　（代表） 03（3507）8800

　（直通） 03（3507）9352

令和　　　年　　　月　 　日

令和8年1月20日 食品衛生基準審議会農薬･動物用医薬品部会

現　職

氏　名

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

消費者庁　食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室　宛

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答票

　以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答
する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

1 68

国立医薬品食品衛生研究所　食品部第一室長

田口　貴章



企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： アリスタ ライフサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について



（ 宛　先 ）

〒100－8958 東京都千代田区霞が関３－１－１
電話　（代表） 03（3507）8800

　（直通） 03（3507）9352

令和　 　年　 　月　 　日

令和8年1月20日 食品衛生基準審議会農薬･動物用医薬品部会

現　職

氏　名

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

消費者庁　食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室　御中

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答票

　以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答
する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

8 1 6

国立医薬品食品衛生研究所　食品部長

堤　智昭



企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓



企業名（申請企業等）： アリスタ ライフサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和５年度 □ ５０万円以下

□ 令和６年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和７年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（ ）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

✓

✓
✓

✓

✓
✓



（宛先）

消費者庁食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室宛

〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話（代表） 03(3507)8800 

（直通） 03(3507)9352 

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答票

令和 8 年 l 月 6 日

令和8年1月20日食品衛生基準審議会農薬•動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金，契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答

する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

現職

氏名

／豆沢大匁起咬
守占美紅ノ



①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会井
●寄付金・契約金等の受取（割当て） 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度

口令和7年度
【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料·商標権による報酬
口講演料 □原稿執筆料 口当該企業の株式
口 その他（ ） 

芦

戸=塁掌と考えられる特別の利害関係

→受取の有無 ：口有り 人、し

｝亨唸霊PJ尽取額

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

ロ コンサルタント料・指導料

→該当の有無 ：口有り
→該当の有無 ：口有り

し
し

無
無

じ

児ー
ー

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金·契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金·契約金等を受け取った年度
D 令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
口 特許権•特許使用料・商標権による報酬

口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口その他（ ）

彗

巴二了：占悶と考えられる特別の利害関係

③食品中のスビロピジオンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度

口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳】
口寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他（

芦’ご=掌と考えられる特別の利害関係

→受「：攣ぞ
取

： 無し

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

ロ コンサルタント料・指導料

→該当の有無：口 有り
→該当の有無：口有り
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し

無
無
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④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アリスタライフサイエンス株式令村
●寄付金·契約金等の受取 （割当て）額

受取有りの湯合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金

口 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口その他（

芦戸ょ了塁

字と考えられる特別の利害関係

→受取の有無：口有り し／無し

｝
千雰雷

取額

口 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

ロ コンサルタント料・指導料

→該当の有無：口有り
→該当の有無：口有り

し
し

無
無
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|
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企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会井
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度

口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

口 その他（

芦’ご芸：：心言：と考えられる特別の利害関係

→受取の有無：口有り Mゴ無し

｝
千雰雷ミ取額

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

ロ コンサルタント料·指導料

→該当の有無：口有り
→該当の有無：口有り

し
し

無
無辺口
］



（宛先）

消費者庁食品衛生基準審査課
残留農薬等基準審査室宛

〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話（代表） 03 (3507) 8800 

（直通） 03 (3507) 9352 

寄付金 ・ 契約金等受取（割当て）額等回答票

令和了年／月 6 日
令和8年1月20日食品衛生基準審議会農薬•動物用医薬品部会

以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回答
する。

①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

現職 一 紺如即忍翁植物防森tふ会社術私訊"\

氏名 湧牙＼召 1歪ク:’`



①食品中のキノクラミンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会牡
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
口 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口その他（彗：：二□9［掌と考えられる特別の利害関係

→受取の有無：口有り ど無し

｝讐唸霜謬又額

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

ロ コンサルタント料・指導料
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②食品中のスピロジクロフェンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
●寄付金·契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金·契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳］
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
口 特許権•特許使用料·商標権による報酬
口講演料 口原稿執筆料 □当該企業の株式
口その他（

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係［ 特記事項

③食品中のスピロピジオンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： シンジェンタジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度
【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口その他（

碑’ご：三：：：：占悶と考えられる特別の利害関係

→受取の有無：口有り 古
／

無し

｝千雷雷ミ取額

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超
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④食品中のプロパモカルブの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）： アリスタライフサイエンス株式令社
●寄付金・契約金等の受取 （割当て） 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□ 令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳］
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
□ 特許権•特許使用料·商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口その他（

彗巴：：よ言掌と考えられる特別の利害関係

→受取の有無：口有り 古
／

無し

｝亨屯霜言取額

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

ロ コンサルタント料・指導料
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し
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無
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企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て） 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口令和5年度
口令和6年度
口令和7年度

【受取額の内訳】
口 寄附金（奨学寄付金含む） 口研究契約金
口 特許権•特許使用料・商標権による報酬
口 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式
口 その他（

●申請資料等の作成に密接に関与
？：こ平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

→受取の有無：口有り 占／ 無し

｝亨嗜霜雲取額

□ 50万円超～500万円以下
□ 500万円超

ロ コンサルタント料・指導料
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